
平成27年７月14日 

 

 魚沼市議会議長 浅 井 守 雄 様 

 

福祉文教委員会 

委員長 渡 辺 一 美 

 

福祉文教委員会調査報告書 

 

 本委員会は、所管事務について下記のとおり調査したので、魚沼市議会会議規則

第110条の規定により報告します。 

 

記 

 

１ 調査事件名 （１）各種委員の選任について 

        （２）今後の委員会活動について 

 

２ 調査の経過 ７月14日に委員会を開催し、上記事件について調査を行った。 

        各種委員の選任については、魚沼市青少年問題協議会委員に大平

恭児委員、魚沼市立病院運営審議会委員に星野武男委員及び高野

甲子雄委員、魚沼市民生委員推薦会委員に本田篤委員を推薦する

こととした。 

        今後の委員会活動について、重点調査項目を選定した。また、緊

急の課題や新たな課題等については、随時対応していくこととし

た。 
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福祉文教委員会会議録 

 

１ 調査事件 

（１）各種委員の選任について 

（２）今後の委員会活動について 

（３）その他 

 

２ 日  時  平成27年７月14日 午前10時 

 

３ 場  所  広神庁舎３階 301会議室 

 

４ 出席委員  大平恭児、佐藤敏雄、渡辺一美、佐藤 肇、星野武男、高野甲子雄、 

        本田 篤、（浅井守雄議長） 

 

５ 欠席委員  なし 

 

６ 説 明 員  なし 

 

７ 書  記  小幡議会事務局長、関主任 

 

８ 経  過 

 

  開  会（9：57） 

 

渡辺委員長  定足数に達しておりますので、ただいまから福祉文教委員会を開会します。こ

れから本日の会議を開きます。 

 

（１）各種委員の選任について 

 

渡辺委員長  日程第１、各種委員の選任についてを議題とします。本委員会で推薦する各種

委員の互選について協議いたします。事務局に説明させます。 

小幡議会事務局長  担当の関主任に説明させます。 

関議会事務局主任  （資料「市議会議員に関する委員一覧」により説明） 

渡辺委員長  これから質疑を行います。（なし）これより休憩中に委員間の自由討議により

協議したいとと思いますが、異議ありませんか。（異議なし）しばらくの間、休憩とし、

自由討議により検討を行います。 

 

  休  憩（10：00） 

 

  休憩中に要望等事項について自由討議 
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  再  開（10：11） 

 

渡辺委員長  休憩前に引き続き会議を再開します。休憩中に協議し、魚沼市青少年問題協議

会委員に大平恭児委員、魚沼市立病院運営審議会委員に星野武男委員及び高野甲子雄委員、

魚沼市民生委員推薦会委員に本田篤委員を選出することにご異議ありませんか。（異議な

し）異議なしと認めます。よって、そのように推薦することに決定しました。 

 

（２）今後の委員会活動について 

 

渡辺委員長  日程第２、今後の委員会活動についてを議題とします。前委員会での調査状況

について資料がありますので、参考としてください。事務局に説明を求めます。 

小幡議会事務局長  前回の福祉文教委員会での調査は資料のとおりです。今後の２年間どう

いった調査をしていくか、参考としていただきたいと思います。 

渡辺委員長  ７月 10 日までに委員の皆様から調査したいことがあれば事務局に提出してい

ただきたいとお願いしておりましたが、お手元の資料のとおり２名の委員から出ておりま

す。これより休憩中に委員間の自由討議により協議したいとと思いますが、異議ありませ

んか。（異議なし）しばらくの間、休憩とし、自由討議により検討を行います。 

 

  休  憩（10：15） 

 

  休憩中に要望等事項について自由討議 

 

  再  開（10：43） 

 

渡辺委員長  休憩前に引き続き会議を再開します。休憩中に協議し、今後の委員会活動の重

点項目等を選定しましたので、その方針で委員会活動を行うこととし、緊急の課題や新た

な課題については随時対応していくこととすることで、ご異議ありませんか。（異議なし）

異議なしと認めます。よって、そのように決定しました。次に、行政視察について意見を

伺います。これより休憩中に委員間の自由討議により協議したいとと思いますが、異議あ

りませんか。（異議なし）しばらくの間、休憩とし、自由討議により検討を行います。 

 

  休  憩（10：44） 

 

  休憩中に要望等事項について自由討議 

 

  再  開（10：59） 

 

渡辺委員長  休憩前に引き続き会議を再開します。行政視察については、皆さんの意見を踏

まえて、正副委員長及び事務局に一任とし、素案を作成することで、ご異議ありませんか。
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（異議なし）異議なしと認めます。よって、そのように決定しました。 

 

（３）その他 

 

渡辺委員長  日程第３、その他を議題とします。皆さんからご意見、協議事項等はありませ

んか。（なし）これで、その他を終わります。本日の会議録の調製については委員長に一

任をいただきたいと思います。（異議なし）本日の福祉文教委員会は、これで閉会としま

す。 

 

  閉  会（11：00） 


